
寄付先 
(パブリック 

リソース財団） 

 
 各基金の管理、 
運営、助成先の 
審査・選考 

オリジナル基金で 
あなたの想いを形にする 
ご寄付を 
 
パブリックリソース財団は、企業、家族、個

人など、ご寄付いただく方の想いを形にする、

オリジナル基金を創設いたします。 

基金は100万円から創設できます。ご希望の

名称をお付けいただけ、ライフイベントや会

社の周年記念など、ご寄付いただく方の想い

を基金に表すことができます。 

 

例えば・・・  

 結婚30周年を記念して社会に恩返しがし

たい。 

 自分が生きた証を社会に残したい。 

 共通の関心を持つグループでお金を集め

て、寄付先を選ぶ目を養いながら寄付を

したい。 

 会社の周年事業として地域社会に貢献し

たい。 

 社内募金を、社会のために有効に活用し

たい。 

 故人の想いを受け継ぎ、社会課題に取り

組む活動を支援したい。 

 

 

- あなたの想いを形にする - 

オリジナル基金の
ご案内 

公益財団法人 

パブリックリソース財団 

公益財団法人 パブリックリソース財団 

http://www.public.or.jp  
 

〒104-0043 東京都中央区湊2丁目16－25－202  
Phone  : 03-5540-6256   
Fax : 03-5540-1030 
オンライン寄付サイト Give One 
http://www.giveone.net 

当財団へのご寄付は  

税制優遇の対象となります  

寄付者 
（法人・個人） 

支援先 
（NPO、 
社会起業家
など） 

●寄付 
（基金の設定） 
 
 
 
●寄付概況 
●助成先団体か 
 らの活動報告 
●財団の活動報告 

      ●助成 
      ●マネジメント    
   支援 

 
 

 
      ●活動報告 

パブリックリソース財団の「オリジ
ナル基金」へのご寄付とは 
  
 やりがいのある寄付  
  
ご寄付される方のご要望をお聞きし、社会課題を
調査、分析し、ご意向に沿った社会貢献テーマ、
具体的な支援領域、支援方策をご提案します。 

  
 信頼感ある寄付  
  
助成先を選択する際には、公募によって広く候補
団体を募集します。外部専門家・有識者からなる
委員会が寄付適格性を審査し助成先を決定します。  

  
 手ごたえのある寄付  
  
助成先団体には必要に応じてマネジメント支援等
を行い、社会課題の解決に向けて最大の成果が出
るようにサポートします。活動内容や成果を定期
的にご報告し、手ごたえのある寄付を実現します。 



遺言執行者 
（専門家） 

ご相談のうえ 
 
助成先を決定 

有望な 
NPOや 

社会起業家 

ご相談 
 
 

遺言書保管中の
連絡 

寄付者のご関心のある社会課題をリサーチし、政策動向

や企業・NPOの動きを調査した上で最適な支援プログラ

ムを決定します。助成対象となる団体を公募により募集

し、外部の専門家による審査委員会の審議によって助成

先を決定します。 

 

オリジナル基金だからできること 

 応援したいテーマや活動分野、地域などをご指定いた

だき、ご要望に沿った支援を実現できます。 

 オリジナル基金は100万円から創設でき、いつでも基

金に積み増しができます。 

 ご希望の名称をお付けいただけます。 

 個人の方も、法人の方も創設いただけます。 

 ご希望によって、寄付者の基金設立に寄せる想いやラ

イフヒストリーを、パンフレットにまとめます。（別

途制作費を申し受けます。） 

 まとまった額のオリジナル基金の場合は、複数年にわ

たる助成を設計することができます。詳しくはご相談

ください。 

 基金にお預かりした寄付金のうち、20％を上限として

支援先の調査、審査など、基金の運営費用に充当し、 

80％をNPOなどの団体を支援するための助成金等とし

て提供します。 

「障がいを持つ芸術家の作品展示を、ケア施設に届

けることができました。 

姉が存命であったら飛びついたに違いない作品の展

示に貢献できて、心より感謝しております。」  

                         井上良一様 

 

アートを愛した姉を偲ぶ 「井上圭子メモリアル基金」 は、 

井上良一・里美様ご夫妻によって、2014年11月に創設 

されました。 

 

 

基金の管理とご報告 

基金は、当財団法人の特定資産として、ほかの寄付金等

とは明確に区別して管理されます。あらかじめ決められ

た使途に従って支出し、適宜基金の活用状況をご報告し

ます。 

遺贈とは、遺言書をつくり残す財産（遺産）を相続人以

外の特定の人や団体に贈ったり寄付をすることをいいま

す。遺贈先を当財団にご指定いただくことで、生涯で築

かれた財産をオリジナル基金として末永く社会に役立て

ることができます。 

また、相続された財産の一部をご寄付いただき、故人の

お名前を冠するメモリアル基金をおつくりいただけます。

故人の生涯を讃え、ご遺志を受け継ぐことができます。 

遺贈や相続によるオリジナル基金 

③寄付申込み書をご記入いただき、ご寄付をご入金
いただきます 

④助成先を公募し、審査のうえ決定します 

⑤助成を実施します 

⑥定期的に財団から活動・運営報告をお送りします 

①応援したいテーマや社会課題をお伺いします 

②社会課題をリサーチし、当財団から寄付の設計、
運営をご提案します 

オリジナル基金創設の主な流れ 

お志を活かすオリジナルプログラムの設計 

社会課題    プログラム  団体募集 
リサーチ    策定      発掘     

審査選定 

遺言者 
パブリック
リソース 
財団 

遺言執行者の選任      遺言書の文書表記 
遺言書の作成        の確認 


